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主 要 判 決 全 文 紹 介
≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（「鋼管矢板式係船岸事件」）［上］（全２回）

１．事案の概要

（１）本件は、特許庁が無効2021－800023号事件について令和４年９月８日にした審決（本件審決）を
取り消すことを求めた審決取消訴訟である。

（２）具体的には、被告は、平成22年10月29日、発明の名称を「鋼管矢板式係船岸およびその設計方法」
とする発明について特許出願をし、平成28年４月22日、本件特許に係る特許権（請求項の数４）の設
定登録を受けた。原告は、令和３年３月30日、本件特許の請求項１～４に係る発明についての特許
の無効審判請求をし、特許庁は、同請求を無効2021－800023号として審理した。被告は、同年７月


